
報告第９号 

損害賠償の専決処分の報告について 

 

市長の専決処分事項に関する条例第３号の規定により、別紙のとおり専決処

分したので、地方自治法第1 8 0条第２項の規定により、これを報告する。 

平成21年12月４日提出 

天理市長 南  佳 策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



専決第１２号 

専  決  処  分  書 

 

 平成21年７月31日から８月６日までの間に行った除草剤散布作業により、天

理市合場町から東井戸堂町の市道20号線沿線で発生した水稲被害に関し、被害

者との間に下記損害賠償額により示談することについて、市長の専決処分事項

に関する条例（昭和47年３月天理市条例第25号）第３号の規定により、専決処

分する。 

平成21年10月30日 

天理市長 南  佳 策 

 

記 

 

損害賠償額  ３１，７２１円 

 

 

 



専決第１４号 

専  決  処  分  書 

 

 平成21年８月18日午前11時15分頃天理市小田中町2 2 3番地の社会福祉法人

共生福祉会大樹駐車場内で発生した車両損傷事故に関し、被害者との間に下記

損害賠償額により示談することについて、市長の専決処分事項に関する条例

（昭和47年３月天理市条例第25号）第３号の規定により、専決処分する。 

平成21年11月10日 

天理市長 南  佳 策 

 

記 

 

損害賠償額  １８６，５３３円 

 

 

 

 



専決第１５号 

専  決  処  分  書 

 

 平成21年10月10日午後７時15分頃天理市立総合体育館で発生した負傷事故に

関し、被害者との間に下記損害賠償額により示談することについて、市長の専

決処分事項に関する条例（昭和47年３月天理市条例第25号）第３号の規定によ

り、専決処分する。 

平成21年11月16日 

天理市長 南  佳 策 

 

記 

 

損害賠償額  ２，２７０円 

 

 

 

 



専決第１６号 

専  決  処  分  書 

 

 平成21年６月22日午後10時頃から23日未明の間に、天理市西長柄町4 9 2番

地２先の市道5 5 9号線上で発生した街路樹の倒木による車両損傷事故に関し、

被害者との間に下記損害賠償額により示談することについて、市長の専決処分

事項に関する条例（昭和47年３月天理市条例第25号）第３号の規定により、専

決処分する。 

平成21年11月18日 

天理市長 南  佳 策 

 

記 

 

損害賠償額  １０５，０００円 

 

 


